
 

 

東京都災害拠点病院設置運営要綱 

 

昭和６１年 １月１７日   ６０衛医対第 ８１５号 

             平成２５年 ５月３１日 ２４福保医救第１４１４号 

 平成２９年 ６月１４日 ２９福保医救第  ７３号 

最終改正 平成３１年 ４月 １日 ３０福保医救第１５４９号 

 

第１ 目的 

この要綱は、災害時における東京都の医療救護活動の拠点となる病院 (以下 ｢災害拠点病

院｣ という｡) を整備し、被災現場において応急医療救護を行う救護所との円滑な連携のもと

に、災害時における重症者等の適切な医療を確保することを目的とする｡ 

 

第２ 設置運営主体 

災害拠点病院を設置運営する者は、次のとおりとする｡ 

  （1） 東京都 

（2） 東京都知事の要請を受けた病院の開設者 

 

第３ 指定 

   知事は、別に定める東京都災害拠点病院指定要領(平成25年5月31日付24福保医救第1468号)

に基づき、災害拠点病院の指定を行う。ただし、指定を行った後において、当該病院が第５に

定める基準を満たさなくなった場合、知事は改善勧告を行うこととし、改善されないと判断し

た場合には、指定を取り消すことができるものとする。 

 

第４ 運営方針 

 災害拠点病院は、東京都の区域内及び近隣県等で災害が発生し、通常の医療体制では、被災 

者に対する医療の確保が困難となった場合に、東京都知事の要請により傷病者の受入及び医療

救護班の派遣等、災害時の拠点病院としての必要な医療救護活動を行うものとする。 

２ 災害拠点病院は、傷病者の収容場所の確保に努めるとともに、救護活動に従事可能な職員並

びに可動可能な設備及び資器材をもって、傷病者の救護活動に当たるものとする｡ 

３ 災害拠点病院は、東京都及び施設の所在地を管轄する区市町村の地域防災計画に従って行う

諸活動との協力連携の下に、医療救護活動を行うものとする｡ 

４ 災害拠点病院の収容対象者は、原則として、区市町村が設置する医療救護所及び緊急医療救

護所（以下、「医療救護所等」という。）で対応できない重症者とする｡ 

５ 災害拠点病院は、当該施設の被害状況の把握に努め、可能な限り、傷病者の受入等の救護活

動状況を東京都及び施設が所在する二次保健医療圏の医療対策拠点に連絡するものとする｡ 

６ 災害拠点病院は、あらかじめ医療救護班を編成し、都から要請があった場合には直ちに、指

定する医療救護所等に派遣するものとする｡  

 

第５ 災害拠点病院の基準 

    災害に対する総合地域危険度及び東京都二次保健医療圏毎の適正配置等を勘案して選定す

る｡ 

また、国の｢災害拠点病院指定要件の一部改正について｣（平成29年3月31日付医政発0331第3

3号）別紙の災害拠点病院指定要件を基本とし、原則として次の運営体制、施設及び設備を有

するものとする。 

（1）指定基準 
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  以下の基準を指定日までに満たしていること。 

   ア 災害拠点病院として、下記の運営が可能なものであること。 

（ｱ） 24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うことが

可能な体制を有すること。 

（ｲ） 災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること。 

なお、「広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」が機能していない場合には、

被災地からとりあえずの重症傷病者の搬送先として傷病者を受け入れること。また、例

えば、被災地の災害拠点病院と被災地外の災害拠点病院とのヘリコプターによる傷病者、

医療物資等のピストン輸送を行える機能を有していること。 

（ｳ） 災害派遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」という。）を保有し、その派遣体制を有する

こと。 

また、他医療機関のＤＭＡＴや医療チームの支援を受け入れる際の待機場所や対応の

担当者を定めておく等の体制を整えておくこと。 

（ｴ） 原則として、２００床以上の病床を有する救命救急センター又は第二次救急医療機関

であること。 

（ｵ） 被災後、早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画（ＢＣＰ）の整備を行って

いること。 

（ｶ） 整備された業務継続計画（ＢＣＰ）に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練

を実施すること。 

（ｷ） 地域の災害拠点連携病院、災害医療支援病院及び地域医師会、日本赤十字社等の医療

関係団体とともに定期的な訓練を実施すること。 

また、災害時に地域の医療機関への支援を行うための体制を整えていること。 

（ｸ） ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できることが望ましいこと。 

イ 施設及び設備 

（ｱ） 施設 

    災害拠点病院として、下記の診療施設等を有すること。 

(a) 病棟（病室、ＩＣＵ等）、診療棟（診察室、検査室、レントゲン室、手術室、人工

透析室等）等救急診療に必要な部門を設けるとともに、災害時の患者の多数発生時（入

院患者については通常時の２倍、外来患者については通常時の５倍程度を想定）に対

応可能なスペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースを有すること。 

(b) 診療機能を有する施設は耐震耐火構造を有することとし、病院機能を維持するため

に必要な全ての施設が耐震構造を有することが望ましい。 

(c) 通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、３日分程度の燃料を確

保しておくこと。また、平時より病院の基本的な機能を維持するために必要な設備に

ついて、自家発電機等から電源の確保が行われていることや、非常時に使用可能なこ

とを検証しておくこと。 

なお、自家発電機等の設置場所については、地域のハザードマップ等を参考にして

検討することが望ましい。 

(d) 適切な容量の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸設備の整備や優先的な給水

協定の締結等により、災害時の診療に必要な水を確保すること。 

 なお、井戸設備の整備に当たっては、区市町村との調整及び届出を行った上で実施す 

ること。 

(e) 病院敷地内にヘリコプターの離発着場を有すること。 

病院敷地内に離発着場の確保が困難な場合は、必要に応じて都の協力を得て、病院

近接地に非常時にも使用可能な離発着場を確保するとともに、患者搬送用の緊急車輌

を有すること。 



 

なお、ヘリコプターの離着陸場については、ヘリコプター運航会社等のコンサルタン

トを受けるなどにより、少なくとも航空法による飛行場外離着陸場の基準を満たすこと。

また、飛行場外離着陸場は近隣に建物が建設されること等により利用が不可能となるこ

とがあることから、航空法による非公共用ヘリポートがより望ましいこと。 

(ｲ) 設備 

(a)  災害拠点病院の管理者（以下「施設管理者」という。）は、外部から見やすい場所に

｢東京都災害拠点病院｣の掲示を行うこと｡ 

(b) 衛星電話を保有し、衛星回線インターネットを利用できる環境を整備すること。 

   また、複数の通信手段を保有していることが望ましい。 

(c) 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）に参加し、災害時に情報を入力する体

制を整えておくこと。すなわち、情報を入力する複数の担当者を事前に定めておき、入

力内容や操作方法などの研修・訓練を行っておくこと。 

(d) 多発外傷、座滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を

行うために必要な診療設備を有すること。 

(e) 食料、飲料水、医薬品等について、流通を通じて適切に供給されるまでに必要な量と

して、３日分程度を備蓄しておくこと。その際、災害時に多数の患者が来院することや

職員が帰宅困難となることを想定しておくことが望ましい。 

   また、食料、飲料水、医薬品、燃料等について、地域の関係団体・業者との協定の締

結により、災害時に優先的に供給される体制を整えておくこと。 

(f) ＤＭＡＴや医療チームの派遣に必要な緊急車輌を原則として有すること。その車輌に

は、応急用医療資器材、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品等の搭載が可能であ

ること。 

（2） 整備基準 

   指定日において、以下の事項を満たしていない場合には、速やかに整備すること。 

ア 患者の多数発生時用の簡易ベッドを有すること。 

イ 被災地における自己完結型の医療救護に対応できる携行式の応急用医療資器材、応急用

医薬品、テント、発電機等を有すること。 

ウ トリアージ・タッグを有すること。 

エ 災害対応マニュアルを有すること。 

 

第６ 災害拠点病院の組織 

 災害拠点病院は、基幹災害拠点病院、地域災害拠点中核病院及び地域災害拠点病院から構成

される。 

２ 基幹災害拠点病院は、地域災害拠点中核病院の役割のほか、地域災害拠点中核病院及び地域

災害拠点病院への訓練・研修機能等を有するものとする。 

３ 地域災害拠点中核病院は、東京都二次保健医療圏毎の代表病院として、所在する東京都二次

保健医療圏内の情報連絡機能等を有するほか、福祉保健局長の求めに応じ、東京都地域災害医

療コーディネーターを当該病院の職員の中から選出するものとする。 

４ 第２項及び第３項に該当しない災害拠点病院を、「地域災害拠点病院」とする。 

 

第７ 施設及び設備の整備 

    東京都知事の要請を受けた病院の開設者が行う整備事業に対し、次により補助するものとす

る｡ 

（1） 内容 

災害拠点病院として必要な施設及び設備の整備費 

（2） 手続き等 



 

ア 施設の整備については、東京都災害拠点病院施設整備費補助金交付要綱（平成10年８

月21日付10衛医救第211号）、東京都医療施設ヘリコプター緊急離発着場等施設整備費補

助金交付要綱（平成5年3月15日付4衛医対第1125号）による。 

イ 設備の整備については、東京都災害拠点病院応急用資器材整備事業に関する補助交付

金要綱 (昭和 61年１月17日付60衛医対第 815号)、東京都災害拠点病院における応急用

資器材の整備及維持に関する要領 (平成10年７月１日付10衛医救第236号)、ＮＢＣ災

害・テロ対策設備整備費補助金交付要綱（平成19年2月7日付18福保医救第691号）による。 

 

第８ 備蓄品の管理及び報告 

施設管理者は、東京都の補助 (都立病院にあっては、寄託) を受けて整備した資器材(以下 

｢備蓄資器材｣ という｡) の適正な維持管理に努めるものとし、別紙第１号様式による管理台帳

を備えるものとする｡ 

２ 備蓄資器材のうち、備品については、 ｢東京都災害用品｣ の表示を付するものとする｡ 

３ 施設管理者は、東京都災害拠点病院応急用資器材整備事業（昭和61年1月17日付60衛医対第8

15号）の実施に併せ、備蓄資器材の保管状況を別紙第１号様式により福祉保健局医療政策部救

急災害医療課に報告するものとする｡ 

 

第９ 防災訓練等の実施 

施設管理者は、防災訓練及び備蓄資器材の点検を毎年１回以上行うものとし、実施の概要に

ついて、別紙第２号様式により福祉保健局医療政策部救急災害医療課に報告するものとする｡ 

２ 施設管理者は、災害時における医療体制を実効のあるものとするため、平常時から動員体制

の確立等に努めるものとし、その概要を、別紙第３号様式に記入するものとする｡ 

３ 施設管理者は実施した訓練の検証を行い、適宜、災害対応マニュアル及び事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）の見直しを行うこと。 

 

第10 災害拠点病院運営協力金の交付 

      病院の開設者に対し、備蓄資器材の適正な維持管理、防災訓練の実施及び災害時動員体制の

確立等の災害発生時における即応体制の整備を推進するための、次により運営協力金を交付す

る｡ 

（1） 交付対象 

災害拠点病院 (国立病院を除く｡) の開設者に対し、各施設ごとに交付する｡ 

（2） 交付金額 

災害拠点病院運営協力金は、予算の範囲内で交付する｡ 

 

第11 その他 

この要綱に定めるものの他、必要な事項については福祉保健局医療政策部長が別に定める。 

   なお、既に指定している災害拠点病院であって、第５（1）ア（ｵ）又は（ｶ）の要件を満た

していないものについては平成３１年３月までに、第５（1）イ（ｲ）(e)の要件を満たしてい

ないものについては平成３２年３月までに整備し、又は実施することを前提に、また、第５（1）

ア（ｴ）、イ（ｱ）(b)・(e)の要件を満たしていないものについては当面の間、指定を継続する

ことも可能とする。 

 

  附  則 

 この要綱は、昭和６１年１月１７日から施行する｡ 

 この要綱は、平成２年３月２０日から施行する｡ 

 この要綱は、平成２年８月１日から施行する｡ 



 

 この要綱は、平成２年１２月２０日から施行する｡ 

 この要綱は、平成８年４月１日から施行する｡ 

 この要綱は、平成９年４月１日から施行する｡ 

 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する｡ 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する｡ 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する｡ 

 この要綱は、平成１６年８月１日から施行する｡ 

この要綱は、決定の日から施行し、平成１９年４月１日から適用する｡ 

 この要綱は、平成２４年１０月１０日から施行する。 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する｡ 

この要綱は、平成２９年６月１４日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 


